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第４７回農薬専門調査会幹事会議事概要

○第４７回農薬専門調査会幹事会

日時：平成２１年１月２１日（水）１４：００～１７：２５

場所：食品安全委員会　中会議室

議事概要：

１）シフルフェナミド

・０．０４１ｍｇ／ｋｇ体重／日を一日摂取許容量（ＡＤＩ）とし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することと

なった。

＊殺菌剤で、麦類、いちご、メロン等に使用します。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定され

ています。

２）ノバルロン

・０．０１１ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、食品安全委員会に報告することとなった。

＊殺虫剤で、キャベツ、トマト、いちご等に使用し、ふきへの適用拡大申請及びとうがらしへのインポートトレランス(国外で使用

される農薬等に係る残留基準)申請がされています。

３）メタアルデヒド

・０．０２２ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。

＊殺虫剤で、稲に使用し、みかん及びレタスへの適用拡大申請及び魚介類への残留基準値の設定要請がされています。

４）トリフルスルフロンメチル

・０．０２４ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。

＊除草剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

５）ピメトロジン

・０．００４３ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。

＊殺虫剤で、日本国内での農薬登録があり、水稲、キュウリ、トマト等に使用します。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準

（いわゆる暫定基準）が設定されています。

６）プリミスルフロンメチル

・０．１ｍｇ／ｋｇ体重／日をＡＤＩとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。

＊除草剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

７）フルジオキソニル

・添加物専門調査会での審議を受けて審議された結果、評価書（案）を一部修正の上、再度、添加物専門調査会で審議される

こととなった。

＊殺菌剤で、稲、キャベツ、トマト等に使用します。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準も設定されています。また、防か

び目的で収穫後の農作物への使用が見込まれることから、添加物への指定要請がされています。

８）諸外国における急性参照用量設定の考え方について

・諸外国・国際機関における急性参照用量（ＡＲｆＤ）の設定手順等について報告された。引き続きＡＲｆＤの設定について検討さ

れることとなった。
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